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研究成果の概要（和文)：日本と近隣諸国との間には、海洋境界画定紛争がある。島に対する領
域主権の問題が関わるため、紛争は短期には解決されず、長期化する。日本は、とくに中国と
の間の大陸棚境界画定につき、中間線方式を主張しているが、その妥当性が文献、実践から明
らかになった。また、日本の調査捕鯨船への妨害行為についての国際法上の対処についても検
討した。

研究成果の概要（英文）：Between Japan and Asian Countries there are delimitation disputes
with respect to Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Japan asserts that the
delimitation line of continental shelf between China and Japan should be a median line.
This research demonstrates the appropriateness of the Japanese position. In addition,
the legal response to the impedimental activities by some NGO ships against Japanese
research whaling ships was also examined.
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１．研究開始当初の背景
日本とアジア近隣諸国との間には、排他的

経済水域および大陸棚についての境界画定
紛争が存在している。政治的な背景の中で、
解決に進展がみられたり、こう着状態が生じ
たりしている。日本と中国との間では、大陸
棚について、共同開発を実施する政治合意が
2008 年に結ばれた。それは、法的合意に進
展させることが意図されていたものであっ
たが、その進展は望めない状況であった。日
中韓の尖閣列島をめぐる緊張状況がたびた

び発生するために、境界画定について、進展
が容易には望めない状況であった。
韓国との間では、竹島問題が存在しており、

大陸棚については境界画定と共同開発区域
の設定が済んでいるが、排他的経済水域につ
いては、境界画定が行われていない。
いずれの国との間でも、島に対する領有権

が、それぞれの両国の関係に緊張関係をもた
らすことがあるために、境界画定紛争の解決
は、早期の解決を望めないものである。
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２．研究の目的
（１）まず、海洋の境界画定を規律してい

る国連海洋法条約の関連規定の解釈論を検
討する。国際司法裁判所や、仲裁裁判所によ
り、海洋の境界画定に関する実践が集積して
きている。それらにおいて、国連海洋法条約
が適用されている。また、二国間で境界画定
が行われる場合にも国連海洋法条約が適用
されることがある。

日本、中国、韓国は、すべて、国連海洋法
条約の当事国である。そこで、上記の実践を
通じて、国連海洋法条約の解釈を検討する。
とくに、国連海洋法条約は、衡平な解決に達
するように境界画定を実施するという、柔軟
な規定振りであるために、具体的にはどのよ
うな方法で衡平な解決が達成されているか
を検討する。

その結果、日本がとりうる立場について、
検討する。日本がどのような主張をすれば、
国連海洋法条約上で、説得力のある主張にな
るかという問題である。
（２）さらに、境界画定紛争とはことなる

が、日本は、調査捕鯨をめぐって、オースト
ラリアとの間で国際司法裁判所で争うこと
になった。調査捕鯨は、国際捕鯨取締条約が
これを規定している。日本の調査捕鯨をオー
ストラリアは違法であると主張している。こ
れに対して、日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締
条約に適合しており、また、他の国際法にも
適合しており、合法であるという主張を構成
する検討を行う。
（３）調査捕鯨の関連では、日本の調査捕

鯨船舶は、NGO の船舶から危険な妨害行為
を受けている。公海上での、（日本の主張と
すれば）合法な調査活動に対する妨害行為で
ある。

このような行為を海賊とみなす見解もあ
る。しかし、はたして国連海洋法条約上の海
賊とみなすことが妥当であるかは疑問なし
としない。そこで、海賊概念を検討するとと
もに、このような妨害行為に対して、日本が
関係国にどのような主張をなすことができ
るかについて、検討する。

３．研究の方法
（１）文献にあたり研究することを第一に

行う。昨今、国連海洋法条約や海洋境界画定、
海賊などに関する出版は顕著に増大してい
る。それらを、時間の許す限り講読して、研
究課題についての知見をえることにする。
（２）諸外国に出かけて、各国の政策担当

者や、専門の学者にインタビューを行う。一
つには、とくに関係国に限定しないで、一般
的に筆者が信望する学者や外国の政策担当
者に会いに出かけ、インタビューを行い、意
見交換をする。

二つには、関係国である中国に出かけて、

やはり、学者や政策担当者にインタビューを
行い、意見交換を行う。

４．研究成果
（１）海洋境界画定紛争については、文献

や実践からは、有意義な知見をえることがで
きた。

1985 年のリビア・マルタ大陸棚事件で、国
際司法裁判所は、両国間の境界確定について、
いったん、中間線を暫定的に引いた。その上
で、沿岸線の長さの比例性を考慮して、中間
線を衡平なものにするために、マルタ側に中
間線を移動させた。

国連海洋法条約 74 条、83 条は、ほぼ同文
であるが、それぞれ、排他的経済水域と大陸
棚の境界画定に関する規定をおく。それによ
ると、それぞれの条文はほぼ同文であるので、
大陸棚に関する 83 条をみると、一項は、「向
かい合っているかまたは隣接している海岸
を有する国の間における大陸棚の境界画定
は、衡平な解決を達成するために、国際司法
裁判所規程第 38 条に規定する国際法に基づ
いて合意により行う」と規定する。

リビア・マルタ境界画定事件は、その衡平
な解決を達成する方法として、いったん暫定
的に中間線を引いて、その後、衡平を考慮し
て、これを移動させるという方法を採用した
ものと評価することができる。

そもそも、大陸棚の境界画定については、
1958 年の大陸棚条約が等距離・中間線方式を
規則としていたが、1969 年の北海大陸棚事件
で国際司法裁判所が、大陸棚の境界画定にお
いては、陸地からの自然延長を尊重すること
を強調したために、境界画定に関する原則に
ついて、諸国の見解がわかれて対立すること
になった。北海大陸棚事件で国際司法裁判所
は、自然な延長を尊重して、衡平な原則にし
たがって、大陸棚の境界画定がおこなわれる
ことを宣言したのである。この経緯があって、
国連海洋法条約を採択した第三次国連海洋
法会議では、大陸棚の境界画定の原則につい
て、等距離・中間線方式派と、衡平の原則派
とが激しく対立したのである。結果としては、
先にあげたように、排他的経済水域について
もほぼ同文で、国連海洋法条約 83 条のよう
な規定が採択された。

しかし、「衡平な解決を達成するために」
という規程振りが柔軟であり、具体的には、
いかにして、衡平な解決を達成するかが、後
続の実践にゆだねられたといえる。

その観点からして、リビア・マルタ境界画
定事件で、暫定的に中間線をひき、衡平の考
慮からこれを修正するという方法が採用さ
れたことの意義は大きい。

これには、大陸棚への沿岸国の権利の根拠
が、自然延長というよりも、沿岸からの距離
におかれることになったことの影響が大き



いとみることができる。大陸棚を定義する国
連海洋法条約の条文 76 条は、一項で、「沿岸
国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を超える
海面下の区域の海底及びその下であってそ
の領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部
の外縁に至るまでのもの、又は、大陸縁辺部
の外縁が領海の幅を測定するための基線か
ら 200 海里まで伸びていない場合には、当該
沿岸国の領海を超える海面下の区域の海底
及びその下であって当該基線から２００海
里のものをいう」と規定した。つまり、国際
法上は、沿岸から 200 海里までは、法的に海
底が大陸棚とみなされることができるので
ある。

このように、大陸棚が２００海里という距
離を根拠として沿岸国の権利の認められる
海底となったことは、距離によって境界画定
を実施する等距離・中間線方式に重みを与え
ることになる。

同様に、排他的経済水域も、国連海洋法条
約によって、沿岸から 200 海里の距離までの
海域と定められている。

よって、大陸棚においても、排他的経済水
域においても、距離の基準の重みが、境界画
定に際して加えられることは法的に妥当な
結果である。

日本は、かねてより、日中間の大陸棚の境
界画定について、向かい合っている関係にあ
るので、中間線を主張し続けてきている。日
本の国内法令でも、中間線までを大陸棚とし
ている。

この日本の主張は、このような国連海洋法
条約の解釈を考えると、説得力のあるものと
評価することができよう。

さらに、リビア・マルタ境界画定事件以後
の実践でも採用が続いているのである。国際
司法裁判所だけでなく、仲裁裁判所による判
決においても、暫定的に中間線を引き、衡平
の考慮からこれを修正するという方式がた
びたび採用されている。たとえば、バルバド
ス対トリニダード・トバゴの海域境界画定事
件では、このような方式を「等距離・関連事
情の方式」と呼んでいる。最近の 2009 年の
黒海境界画定事件で国際司法裁判所は、次の
三段階方式の境界画定を行った。第一に、等
距離・中間線を暫定的に引き、第二に、衡平
な結果を達成するために、暫定線の修正を求
める要因を考慮する、第三に、この検討を経
た等距離線が海岸の長さの比率と関連区域
の比率の明らかな不均衡のために不衡平を
導かないかという検討である。この判決でも、
排他的経済水域と大陸棚に単一の境界線が
求められたが、裁判所が、中間線を暫定的に
引くという実践が維持されていることは疑
いがない。

これだけ実践が集積すれば、境界画定の規
則として、等距離・中間線方式を規則とする

ことが考えられるし、慣習法化しているとも
いいえよう。しかし、実践では、等距離・中
間線方式を規則として宣言することには慎
重である。

また、諸外国の学者やとのインタビューで
も、等距離・中間線方式は慣習法となったと
いえるとの見解もえられた。中国の学者から
も、そのような見解をきくこともあった。

したがって、文献からの結果としても、諸
外国の学者のインタビューからしても、日中
間の大陸棚の境界画定については、相当の程
度に日本の中間線方式の主張は、説得力があ
るものとして、国際社会に受け止められると
いうことが明らかになった。
（２）調査捕鯨の合法性については、国際

捕鯨取締条約 8 条の解釈による。同条は、当
事国に、裁量により調査捕鯨の許可を自国民
に与えることを規定しているのであり、日本
が調査捕鯨の許可をあたえることは同条に
違反しない。ただし、同条約が 1946 年の条
約であり、商業捕鯨が実施されていた時点の
条約であるために、長期を経て、解釈が変遷
する可能性はないとはいえない。この点につ
いては、さらに、解釈論を検討していきたい。

（3）日本の調査捕鯨船舶に対する NGO 船
舶による妨害行為については、これを海賊と
する見解もみられないではない。しかし、国
連海洋法条約上の海賊は、普遍的管轄権を認
める極めて特殊な犯罪である。したがって、
調査捕鯨船に有害物質を投げ入れるとか、航
行妨害をするなどの行為をもって、ただちに
海賊と認定して普遍的管轄権を認めること
は妥当とは考えられない。

この問題について、本研究代表者は、2010
年に国際シンポジウムで報告をした。その際
に、参加者の多くは欧州からであったが、「調
査捕鯨は違法であるから、調査捕鯨船に多少
の妨害行為が行われることはゆるされる」と
いう主張が聞かれた。法的な議論というより
も、文化の相違がこのような主張を生ずるこ
とを肌で感じ取ることができた。
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